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１号特定技能外国人の受入れ手続の概要
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１号特定技能外国人の受入れ手続の概要は，
次のとおりです。

出入国在留管理庁「リーフレット（受入れ機関向け）
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004039.pdf

この動画では，主に
枠内の箇所について
説明をしています。
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１ 募集・採用活動の留意点

ア 外国人材受入の考え方

○ 外国人を低コストの労働力と考えることには
留意が必要です。

○ 外国人材を雇用した場合も労働関係法規の適
用があることや，住居の確保や文化等の違いへ
の配慮，コミュニケーションの対応などのコスト
や労力が必要となる点などにも注意が必要です。

○ また，技能実習は労働力確保を目的とした制度
ではないことにも改めて留意する必要があります。

○ 外国人材の雇用の目的を十分，確認・整理し，
受入体制の整備に向けて，会社全体で理解し，
共有することが重要です。

○ 外国人材を雇用することにより，
・これまでとは異なる価値観に触発された社内の活性化

・グローバル化への対応 など，

会社全体へのポジティブな影響が生じることが
期待されます。
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１ 募集・採用活動の留意点

イ 特定技能外国人の受入ルート
特定技能外国人の受入ルートには，「試験ルート」と「技能実習２号を良好に修了した外国人からの移行ルート」
があります。
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１ 募集・採用活動の留意点

ウ 募集方法・媒体のメリット・デメリット
特定技能外国人の募集方法は次の方法などが考えられます。
日本人の募集とは異なる方法の活用も考えられます。適した方法の検討の参考としてください。
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１ 募集・採用活動の留意点

エ 面接での留意点
（簡単な日本語での質問，外国人材側の日本語会話能力の確認）

○ 特定技能外国人の場合，求められる日本語
能力は日本語能力試験（Japanese-Language 

Proficiency Test）のN4レベルです。

○ 簡単な日本語で，答えやすいよう具体的に
質問しましょう。

○ 外国人材が日本語能力試験の何級の認定を
取得しているかを確認するのみではなく，面
接全体を通じて，現時点での日本語能力，特
に会話能力の確認をすることも重要です。

○ 外国人の面接に限ったことではありません
が，必ず行う質問内容や，自社における評価基
準などの面接時の留意点をまとめたチェックリ
ストを準備することも良いでしょう。
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２ 技能実習２号・３号修了者から特定技能への移行

ア 移行可能職種・作業の概要

○ 技能実習から特定技能へ移行できる職種・作業は，
現在，出入国在留管理庁のウェブページに掲載されて

います。

○ 次のURLのP38以降の「技能実習２号」移行対象職
種と特定技能１号における分野（業務区分）との関
係について」をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
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２ 技能実習２号・３号修了者から特定技能への移行

イ 移行による受入のメリット

技能実習２号・３号を良好に修了した外国人材が，特定技能１号により同一の企業に勤務するという移行ができれば，
外国人材・受入れ企業にとって，それぞれ次のようなメリットが考えられます。

○ 外国人材
・技能実習の経験を活かして，最長５年間日本で働くことができる。

○ 受入れ企業
・人数制限の枠なく（介護分野，建設分野除く。）人材を確保できる。
・技能実習と異なり，限定的な作業への従事のみではなく，その業務に従事する日本人が通常従事することとなる

関連業務に付随的に従事することが差し支えなくなる。注１

・自社で育成された外国人材の技能の向上が期待できる。

注１ 各産業分野の運用要領別冊では，関連業務に当たり得るものとして，例えば，次のものが想定されると記載されています。
（専ら関連業務に従事することは認められません）

○飲食料品製造業分野（例） ○造船・舶用工業分野（例）

詳細は，次のURLに掲載されている各産業分野ごとの運用要領別冊をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

特定技能外国人が
従事する業務区分

想定される関連業務

・飲食料品製造全般
（飲食料品（酒類を除く。）の
製造，加工，安全衛生）

〔１試験区分〕

・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

特定技能外国人が
従事する業務区分

想定される関連業務

・溶接 ・仕上げ
・塗装 ・機械加工
・鉄鋼 ・電気機器

〔6試験区分〕

・読図作業，
・作業工程管理
・機器・装置・工具の保守管理
・検査（外観，寸法，材質，強度，
非破壊，耐圧気密等） など
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２ 技能実習２号・３号修了者から特定技能への移行

ウ 職場環境づくり（評価・待遇）の重要性
○ 外国人材の受入れ後の職場においては，適切な労務
管理，文化・習慣の違いへの対応，言葉によるコミュニケー
ションの円滑化などが取り組むべき課題となることが想定
されます。

○ それぞれへの対応が相まって，受け入れた外国人が
貴重な戦力として活躍できるよう，職場環境の整備に取り
組むことが重要と考えられます。

○ 実際の事例として，次のような取組みを実施している企業も
あります。
・給与制度変更の取組みとして，
「日本語能力試験合格に対し資格手当を支給」

・職場定着支援の取組みとして，
「メンター制度を導入」

また，職場環境づくり（評価・待遇）の重要性については，

「外国人材受入れに失敗しないためのガイドブック」
第３章４「受入れ後の課題解決に向けたヒント～受入れ企業の
取組事例」において，企業が抱える課題とそれに対する取組み
の実例を紹介していますので，ご参照ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/foreigner-emp/guidebook.html

○ また，厚生労働省が，令和２年度から外国人労働者の職場
定着に取り組む事業者に対して助成金を支給する「人材確保等
支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」を
設けていますので，こちらの活用もご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
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２ 技能実習２号・３号修了者から特定技能への移行

エ 県内の技能実習生の就労意向（令和元年度実施調査結果）
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３ 採用決定後の事務手続

ア 広島県行政書士会相談窓口

○ 広島県⾏政書⼠会HP
https://www.hiroshima-kai.org/index.html

○ 外国⼈材受け⼊れに関する無料電話相談
受付電話番号

082-249-2480
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３ 採用決定後の事務手続

イ 受入のための企業側の要件や特徴的な手続（支援計画，分野別協議会，
送出国が定める手続等）

○ １号特定技能外国人を受け入れる企業等は，特定
技能外国人に対して，職業生活，日常生活，社会生活
上の支援計画を作成し，実行する必要があります。

○ 審査が詳細に行われますので，法律の要件を満た
した支援体制を整えたうえで記入しましょう。

○ なお，支援計画の実施にあたっては，登録支援機関
へ委託することも可能です。

○ １号特定技能外国人支援計画の基準等の詳細に
ついては，出入国在留管理庁が公表している「１号
特定技能外国人支援に関する運用要領」に掲載され
ていますので，ご参照ください。

法務省「１号特定技能外国人支援に関する運用要領」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf
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３ 採用決定後の事務手続

イ 受入のための企業側の要件や特徴的な手続（支援計画，分野別協議会，
送出国が定める手続等）

○ 特定技能外国人を受け入れる企業等は，特定産業
分野の所管省庁が設置する分野ごとの協議会等へ
加入する必要があります。

○ 特定産業分野ごとに手続が異なりますので，各分野
の所管省庁のウェブページをご覧ください。

○ 出入国在留管理庁のウェブページに各分野の所管
省庁のウェブページへのリンクがまとめられています
ので，ご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html
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３ 採用決定後の事務手続

イ 受入のための企業側の要件や特徴的な手続（支援計画，分野別協議会，
送出国が定める手続等）

○ 特定技能に関する協力覚書を結んだ送り出し国から
特定技能外国人を受け入れる場合，在留申請の際に，
送り出し国が定める手続きを行ったか証明する書類の
提出を求められることがあります。

○ 二国間の協力覚書を作成した国及び各国における
手続の詳細については，出入国在留管理庁のウェブ
ページに掲載されていますので，ご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
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３ 採用決定後の事務手続

イ 受入のための企業側の要件や特徴的な手続（支援計画，分野別協議会，
送出国が定める手続等）

○ 動画で紹介した以外の手続等については，出入国在留
管理庁が公表している「特定技能外国人受入れに関する
運用要領」や「特定技能ガイドブック」に掲載されています
ので，ご参照ください。

出入国在留管理庁
「技能外国人受入れに関する運用要領」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

「特定技能ガイドブック」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf
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３ 採用決定後の事務手続

ウ 提出書類の概要
○ 外国人の方が在留資格「特定技能」の許可を受ける
ためには，大まかに左のように分類される書類が必要
です（状況によって，必要となる書類がことなります）。

○ 出入国在留管理庁のウェブページに，提出する書類を
整理した「提出書類一覧表・確認表」が掲載されています。
次のURLから自社の状況に応じた必要な書類の確認がで
きます。

※令和３年２月１９日，申請書類の簡素化に伴い新様式に改正されています。
既に申請書類の作成中の場合など，当分の間は，旧様式での申請も可能です。

これから日本に入国される外国人の方を採用する場合
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html

すでに日本に在留している外国人の方で，特定技能への移行を希望して
いる方を採用する場合
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html
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３ 採用決定後の事務手続

ウ 提出書類の概要

○ 一部の書類は，出入国在留管理庁のウェブページに
「記載例」が掲載されているものもありますので，「記載
例」を参考にして作成が可能です。

（次のURLを参照ください。）
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/10_00020.html

○ 一般的な要件などは，作成前に広島県行政書士会に
無料で相談することもできますので，受入れに向けた検
討・取組においてご活用ください。


